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研究成果の概要（和文）：本研究では、倫理について国際的に統一した基準が必要であること、

特に公的部門においては、専門職による倫理基準以外に、監査基準等による標準化された基準

があり得、これらの統一、国際的標準化が重要であること、国際的監査基準の重要性が確認さ

れた。海外カンファレンス等での研究報告も行われ、大きな成果を得ている。

研究成果の概要（英文）：In this study, it is found that international ethical standards are
needed. Typically in the public sector field, standards might be prepared except ethical
standards by professional bodies, so it means it is very important that these standards
might be uniformed. These results are presented in some international accounting
conferences.
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１．研究開始当初の背景

わが国においては会計学および監査論分

野において、公的部門の会計、監査に対して

従前に比して格段の注目がなされてきた。会

計学・監査論分野においては、私的部門につ

いての研究がその中心であるが、国のみなら

ず地方自治体等の公的部門に従事する人々

は多く、もとより経済にしめる公的部門の役

割は大きいものがある。さらにわが国におい

ては、行政改革の進展に伴い、多くの公的部

門が民営化あるいは公私中間形態の組織へ

移行しつつある。端的には、独立行政法人、

国立大学法人がその典型である。

このように、わが国では公的部門の改革に

ともない、私的部門の諸手法の導入が積極的

に行われており、会計分野においても同様の
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傾向が顕著にみられる。これらについて、新

たな会計基準の策定や、公認会計士による監

査の導入などが徐々に行われているところ

であるが、当然ながら私的部門のそれをその

ままに導入することは公的部門の特殊性か

らいっても必ずしも望ましくない。どのよう

な形で導入するかが重要であるが、特に監査

の場面にあっては、監査基準の策定を含めて、

その方法の検討はいまだ端緒についたばか

りであり、明らかになっていないところであ

る。公的部門にあっては、既存の監査機関（会

計検査院など）との関係、あるいは政策評価、

行政評価との連関も考慮されねばならない

が、そのような検討はほとんどなされていな

い。

さらに、私的部門にあっては、近年様々な

企業不正の発覚に伴って、監査に従事する監

査人の会計倫理の重要性が強く主張されて

いるところである。会計倫理については、特

にアメリカにおいては従前から多くの研究

が見られるが、わが国では研究が非常に少な

い分野であった。私的部門においても、この

部分は研究途上であるが、公的部門に私的部

門の監査手法を導入するにあたり、この会計

倫理問題をどのように公的部門において位

置づけ、監査人に定着させ、制度的な導入を

図るかは極めて重要かつ喫緊の課題である

と考えられた。

２．研究の目的

公私中間形態の組織を含めた公的部門に

おける監査人にあるべき会計倫理のあり方

について、特に国際比較の観点から検討する。

その際には、特にいかなる倫理観が必要か、

その涵養のための方法（教育方法）は何か、

かつその制度化にあたって必要な点は何か

について、検討を行うことを目的としている。

３．研究の方法

(1)2006 年度

当年度は、全体研究の準備期間であり、基

礎的な資料収集および海外共同研究者との

打ち合わせ等が中心であった。

６月～８月 公的部門組織（地方自治体およ

び独立行政法人等）への資料収集にかかる準

備作業（研究協力依頼等）、必要資料等の収

集（一部先行した実地調査を含む）、必要資

料等の収集

９～１２月 予備調査の開始。実地調査対象

の地方自治体、政府機関等の選択、 実地調

査についての研究打ち合わせおよび実地調

査の一部実施、研究遂行の打ち合わせ、資料

収集と分析、実地調査（特に日本の公的部門

の監査の現状について）

１月～３月 海外実地調査について予備的

検討、当年度研究成果の分析と検討

(2)2007 年度

当年度は、国際比較研究のうち、海外部分

について中心的な検討を行っている。これら

をもとに、早期に海外カンファレンス等での

研究報告準備を行うこととしている。あわせ

て、国内部分の研究資料収集も継続的に行っ

ている。

４月～５月 前年度の研究成果に基づき、追

加調査の検討と項目の選定、各国における、

主として会計専門職の倫理観の違いについ

ての追加調査の実施

６月～９月 オーストラリアおよびニュー

ジーランドについて、実地調査の実施および

研究打ち合わせ。関連する研究者等との意見

交換

１０月～１２月 ここまでの研究につき、成

果のまとめと論文の執筆、一部成果の発表

１月～３月 当年度の研究成果の分析と検

討

(3)2008 年度

当年度は、全体研究のうち主として国内部

分の研究を行っている。これらに加えて、海

外部分の補足研究および関連する研究成果

の執筆・報告・発表を行った。

４月～５月 前年度までの研究成果に基づ

き、追加調査の必要性の検討とその実施

６月～７月 倫理教育など、会計倫理の涵養

のための方法論についての情報を収集。諸外

国における現状把握とその特性の検討、専門

家への会計倫理及びその公的部門の監査へ

の導入についての実務的対応に関する聞き

取り調査

８月～９月 ここまでの成果のまとめと論

文の執筆、一部成果の発表

１０月～３月 追加調査の実施、当年度の研

究成果の分析と検討、最終年度に向けた、当

年度までの研究総括

(4)2009 年度

研究最終年度の当年度は、これまでの研究

の総合化と、その成果の報告を中心に行って

いる。海外カンファレンスでは、共著のもの

(研究報告の一部分担)を含め、計 3カ所での

報告を行った。

４月～５月 前年度までの研究成果に基づ

き、追加調査・追加資料収集の必要性の検討

とその実施

６月～７月 研究成果についての、国際学会

での成果報告、関連研究者からの意見聴取

８月～１０月 研究成果の総括

１１月～３月 研究報告（海外カンファレン



ス等）の実施、研究成果の執筆

(5)海外共同研究者等

本研究は、国際比較研究をその中核に据え

ており、海外共同研究者との協力体制および

その他の海外の研究者等との意見交換や意

見聴取を行っているが、これらは本研究の方

法の中では重要な位置を占めている。

４．研究成果

本研究では、公的部門の監査および政策評

価において、監査人がいかなる機能を果たす

か、そして特にその倫理面においてどのよう

な問題点が指摘し得るか、一定の見地を得た

と考えている。
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